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埼玉県信用農業協同組合連合会（2026.4.20） 

ＪＡバンクアプリ プラス利用規定の一部改正について 

（２０２６年４月２０日実施） 

（下線部分は改正部分を示す。） 

改正 現行 

本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以下、「本ア

プリ」といいます。）をご利用する際の条件等を定めるものです。本

規定およびＪＡネットバンク利用規定（以下「IB 規定」といいま

す。）、JAバンクが別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同

意したうえでお客さまご自身の判断と責任においてご利用ください。 

 

第1条（定義）（省略） 

第2条（サービスの内容） 

1.  

～（省略） 

7. IB への自動ログオン 

8. プッシュ通知による情報配信 

契約者のスマートフォン等の画面へ JA バンクや JA バンクの提

携先等が取り扱う商品またはサービスに関する情報配信を行うこ

とがあります。配信を希望されない場合は、契約者ご自身でお知

らせ受信の設定をオフにしてください。 

9. 住所・電話番号変更 

～（省略） 

10. 口座開設 

第3条（規定への同意） 

 ～（省略） 

第8条（スマートフォン等の管理） 

第9条（口座開設） 

（口座開設が本アプリにて申込可能な JAバンクのみ） 

1. 概要（省略） 

2. 利用条件 

本規定は、お客さまが「ＪＡバンクアプリ プラス」（以下、「本ア

プリ」といいます。）をご利用する際の条件等を定めるものです。本

規定およびＪＡネットバンク利用規定（以下「IB 規定」といいま

す。）、JAバンクが別途定める各関連規定等の内容を十分に理解・同

意したうえでお客さまご自身の判断と責任においてご利用ください。 

 

第1条（定義）（省略） 

第2条（サービスの内容） 

1.  

～（省略） 

7. IB への自動ログオン 

8. プッシュ通知による情報配信 

契約者のスマートフォン等の画面へ JA バンクの商品・サービス

に関するキャンペーンやセミナーなどの情報を配信することがあ

ります。配信を希望されない場合は、契約者ご自身でお知らせ受

信の設定をオフにしてください。 

9. 住所・電話番号変更 

～（省略） 

10. 口座開設 

第3条（規定への同意） 

 ～（省略） 

第8条（スマートフォン等の管理） 

第9条（口座開設） 

（口座開設が本アプリにて申込可能な JAバンクのみ） 

1. 概要（省略） 

2. 利用条件 
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改正 現行 

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちで日本国内に

居住する 18 歳以上の個人の契約者が、本アプリから申込みできま

す。ただし、次の各号に該当する方はお申込みいただけません。 

(1) JA バンクに生活用口座（普通・総合）をお持ちの方 

(2) マイナンバーカード（個人番号カード）の住所・氏名の変更

手続をされていない方 

(3) マイナンバーカード（個人番号カード）の有効期限が切れて

いる方 

(4) 日本国外に居住の方 

～（省略） 

(8) その他 JAバンク所定の条件を満たさない方 

3. 口座の利用開始 

～（省略） 

4. 通知 

第10条（サービス内容の追加・変更・中止） 

～（省略） 

第14条（解約等） 

第15条（規定の準用） 

本規定に定めのない事項については、IB規定、普通貯金規定、総

合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により

取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合

には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとしま

す。 

（以下省略） 

運転免許証等をお持ちで日本国内に居住する 18歳以上の個人の

契約者が、本アプリから申込みできます。ただし、次の各号に該

当する方はお申込みいただけません。 

(1) JA バンクに生活用口座（普通・総合）をお持ちの方 

(2) 運転免許証等の住所・氏名の変更手続をされていない方 

 

(3) 運転免許証等の有効期限が切れている方 

 

(4) 日本国外に居住の方 

～（省略） 

(8) その他 JAバンク所定の条件を満たさない方 

3. 口座の利用開始 

～（省略） 

4. 通知 

第10条（サービス内容の追加・変更・中止） 

～（省略） 

第14条（解約等） 

第15条（規定の準用） 

本規定に定めのない事項については、JAネットバンク利用規定、

普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係

する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間

に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用

するものとします。 

（以下省略） 

 


